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単価表の項目 区分内容 設計図の表示 支柱間隔 
（m） 

防護柵 
Ｇｒ－Ａｍ－２Ｅ－ＧＦＰＳ

（Ｐ） 

カルバートボックス上に設置す

る基礎タイプ 
（H≦0.7m） 
（適用勾配： 0%≦i≦10%） 
（Ｐ）：地際防錆処理 
※鉄筋探査を含む 

Gr-Am2E-
GFPS(P) 2 

 
（２）施 工 

支柱の打込みにおいては、玉石及び転石等により打込み不可能な場合は対策方法について監

督員と協議するものとし、これに要する費用については、別途監督員と受注者とで協議し定め

るものとする。 
 

（３）支 払 
共通仕様書１５－３－７に規定する単価表の項目に下記を追加する。 

単価表の項目              検測の単位 
１５－（１） 防護柵 

Ｇｒ－Ａ－４Ｅ（Ｐ）（Ｒ）        m 
Ｇｒ－Ａ－ＢＪ（Ｐ）           m 
Ｇｒ－Ａ－２Ｅ－ＧＦＰＣ（Ｐ）      m 
Ｇｒ－Ｂ－２Ｅ－ＧＦＰＣ（Ｐ）      m 
Ｇｒ－Ａ－２Ｅ－ＧＦＰＳ（Ｐ）      m 
Ｇｒ－Ａｍ－２Ｅ－ＧＦＰＳ（Ｐ）     m 

  
２７－６－２ 立入防止柵工 

（１）種 別 
共通仕様書１５－４－２に規定する種別に下表を追加する。 
単価表の項目 区分内容 

立入防止柵 
一般型非積雪地用Ａ 

一般型非積雪地用の立入防止柵（溶接金網 φ4.0×φ6.0、鋼管ぐい基礎 
L＝600mm）を設置するもの。 

立入防止柵の出入口 
一般型非積雪地用Ａ 

一般型非積雪地用の立入防止柵の出入口（溶接金網 φ4.0×φ6.0、鋼管

ぐい基礎 L＝600mm）を設置するもの。 
 

（２）材 料 
  共通仕様書１５－４－３に規定する材料に下記を追加する。 

   １）立入防止柵の塗装色 
     立入防止柵の塗装色は茶色とし、別途監督員の確認を受けるものとする。 
 

（３）支 払 
共通仕様書１５－４－７に規定する単価表の項目に下記を追加する。 

単価表の項目               検測の単位 
１５－（５）  立入防止柵 

一般型非積雪地用Ａ             m 
１５－（６）  立入防止柵の出入口 

一般型非積雪地用Ａ              箇所 
 
２７－６－３ 眩光防止施設工 

（１）種 別 
共通仕様書１５－５－２に規定する種別に下表を追加する。 
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単価表の項目 区分内容 

路面切削工 
路面切削工Ａ 

大型切削機により土工部の既設路面を切削するもの。 
（t＝4.0cm t：平均切削深） 

路面切削工 
路面切削工Ｂ 

大型切削機により土工部の既設路面を切削するもの。 
（5.0cm＜t≦ 6.0cm t：平均切削深） 

 
２７－２２－３ 舗装廃材の処理 
（１）既設舗装の切削により発生した廃材の処理場所は、本特記仕様書２１－３「建設副産物の

活用等」に示すとおりとし、運搬処理に要する費用については関連する単価項目に含まれる

ものとし、別途支払は行わないものとする。 
 

２７－２２－４ 施 工 
路面切削工の施工は、設計図書及び監督員の指示に従って切削機にて路面切削を行うものとす

る。 
 

２７－２２－５ 数量の検測 
路面切削工の数量の検測は、設計数量（m2）で行うものとする。 

 
２７－２２－６ 支 払 

路面切削工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1m2当たりの契約単価で行

うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う既設路面の切断、切

削、剥ぎ取り、端部のはつり、切削面の清掃、廃材処理等路面切削工の施工に要する材料・労

力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除く全ての費用を

含むものとする。 
単価表の項目            検測の単位 

特－（１３）  路面切削工 
路面切削工Ａ              m2 
路面切削工Ｂ              m2 
 

２７－２３ 率計上工事に関する事項 
２７－２３－１ 目的及び契約方法 

率計上工事とは、率計上工事に関する事項の単価項目の金額を他の特定の単価項目の金額に対

する率計上により積算することにより、入札価格算出の簡素化を目的とするものである。当該部

分の見積りについては、当初契約において一式として契約する。本特記仕様書２７－２３－４

「当初契約金額」に示す率計上の考え方に基づき算出するものとする。 
 

２７－２３－２ 用語の定義 
共通仕様書１－２「用語の定義」に次を追加する。 

  （３０）「契約参考図書」とは、率計上工事に関する事項に係る率計上対象項目及びそれらの

概算数量を示したもので参考図として取扱うものとする。 
 
２７－２３－３ 種 別 
  率計上工事に関する事項の単価表の項目の種別は、次のとおりとする。 

単価表の項目 区分内容 

率計上工事に関する事項 単価表の番号（１～１８９）の金額の合計に１５％を

乗じた金額相当の率計上工事をいう 
 
２７－２３－４ 当初契約金額 

当初契約における率計上の算出に用いる単価表の項目及び率は、本特記仕様書２７－２３－３

「種別」に示す単価表の項目の区分内容に従って算出し、一式計上するものとする。金額の記載




















































































































































